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第１章 計画策定の背景 

 

地球温暖化とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度

を増加させることにより、地球全体の地表及び大気の温度が追加的に上昇する現象です。こ

の現象は結果的に自然の生態系及び人類に悪影響を及ぼすものであり、その予測される影響

の大きさや深刻さから見て、まさに人類の生存基盤に関わる最も重要な環境問題の一つとい

えます。 

地球は太陽からの日射によって暖められています。また、その暖められた地球からも熱が

放射されています。そして、この熱の一部を大気に含まれる温室効果ガスが吸収し、再び地

表に返すことによって、地球の平均気温は15℃と人間をはじめ生物が生きるのに適した環境

が保たれています。 

地表からの放出熱（赤外線）を吸収し、地球温暖化の原因となる気体のことを温室効果ガ

スといいます。二酸化炭素やメタン、一酸化二窒素などがこれにあたり、約８割は石油等の

化石燃料の燃焼によって生じると言われています。 

大気中に占める温室効果ガスの割合が増加することによって、大気の熱吸収量が増加しま

す。それによって、太陽光により暖められた地表からの放出熱（赤外線）が吸収され、地表

に再放射される量も増加するため、気温が上昇する現象が生じます。これが地球温暖化です。   

温室効果ガスの大気中濃度は、増加傾向にあるため、大気の熱吸収量も増加傾向にあり、現

在の地球は温暖化が進行しているといえます。このまま温暖化が進みますと、2100 年には

地球の温度が1.4℃～5.8℃上昇するものと予測されています。 

地球温暖化防止については、１９９４年（平成６年）の「気候変動に関する国際連合枠組

み条約」の発効を機に国際的な検討が行われました。１９９７年（平成９年）に開催された

地球温暖化防止京都会議（COP3）では｢京都議定書｣が採択され、各国の温室効果ガスの削減

目標が定められ、我が国は２００８年から２０１２年の５年間に１９９０年レベルから６％

削減するという目標を定めました。 

このような国際的な動きを受け､我が国は平成１０年１０月に｢地球温暖化対策の推進に

関する法律｣を公布し､平成１１年４月に施行しています。法第２０条の３では､｢都道府県お

よび市町村は､京都議定書目標達成計画に即して当該都道府県及び市町村の事務及び事業に

関し、温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画（以下この条において「実行

計画」という）を策定するものとする｣と規定しています。 

町では、これまでも省エネルギー・省資源・再利用に努めてきましたが、平成１７年２月

１６日に「京都議定書」が発効したことにより、さらに積極的に地球温暖化防止対策に取り

組むため、「長南町地球温暖化防止実行計画」を策定することとしました。 
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第２章 基本的事項 

 

１ 策定の趣旨（背景・位置付け） 

 本計画は、地球温暖化防止対策の一層の推進を図るため、町が自らの事務・事業に係る

地球温暖化防止に関する取組みについて、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下｢推進

法｣という)第 20 条の 3に規定する実行計画として策定するものである。 

 

２ 計画の目的 

 長南町の事務・事業の実施に関し、自らが事業者・消費者として温室効果ガスの排出抑

制等に際し、町民・事業者の模範となり、地球温暖化防止に向けた自主的な取組みを計画

的に実行することを目的とする。また、新エネルギーの導入について、積極的に検討して

いく。 

 

３ 計画の期間  

本計画の期間は、平成２８年度（２０１６年度）から平成３２年度（２０２０年度）の

５年間とする。 

 

４ 計画の基準年度 

 平成２０年度（２００８年度）を基準年度とする。 

 

５ 計画の対象とする温室効果ガス 

推進法で定められた①二酸化炭素（ＣＯ２）、②メタン（ＣＨ４）、③一酸化二窒素    

（Ｎ２Ｏ）、④ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）の温室効果ガスとする。 

なお、⑤パーフルオロカーボン（ＰＦＣ）及び⑥六ふっ化硫黄（ＳＦ６）については、排

出実態の把握が困難であり、また、町役場の事務・事業からの排出はほとんどないものと

推定されることから排出量は算定しない。 

 

６ 計画の対象とする組織・事務事業の範囲 

計画の対象は、原則として町の行うすべての事務・事業及びすべての所属及び職員とす

る。したがって、庁舎におけるもののみならず出先機関も含まれる。 

ただし、本町から外部機関への委託等により実施するものについては、計画の対象範囲

ではないが、温室効果ガス排出抑制が可能な場合については、受託者等に対して必要な排

出抑制等の措置を講じるよう要請するものとする。 
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所管課 対　象　施　設　等

総務課
長南町役場（本庁舎）、保健センター、車庫、防災行政無線中継基地、公用車、
防犯灯

企画政策課 公用車

財政課 旧幼稚園、旧長南小学校、旧豊栄小学校、旧東小学校、旧西小学校

税務住民課 公用車

保健福祉課 子育て交流館、老人いこいの家、公用車

（保育所） 保育所

産業振興課 公園、野営場、公衆用トイレ、農業集落排水下水処理施設（３箇所）、公用車

（農村環境改善センター） 農村環境改善センター

農地保全課 公用車

建設環境課 街路灯、公用車

（笠森霊園管理事務所） 霊園管理事務所、公衆用トイレ、公用車

ガス課 ガス供給所、ガス施設、公用車

会計課 －

議会事務局 －

農業委員会 －

社会福祉協議会 公用車

学校教育課 長南小学校、長南中学校、公用車

給食所 給食所

生涯学習課 同和対策集会所

（中央公民館） 中央公民館

（資料館） 資料館

（海洋センター）
海洋センター事務所、陸上競技場（総合グランド）、体育館、野球場、長南テニス
場、美原台テニス場、ゲートボール場、長南町Ｂ＆Ｇ海洋センタープール
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第３章 温室効果ガスの排出状況 

温室効果ガスの現状の排出量は、平成２０年４月～平成２１年３月を算定期間として算定

する。 

 

１ 算出方法 

温室効果ガス排出に関連する活動の種類毎に、原則として政令で定められた排出係数及び

温室効果ガスの温室効果をもたらす程度を二酸化炭素の当該程度に対する比で示した地球

温暖化係数を乗じた次式により算出する。 

 

活動の種類ごとの温室効果ガス排出量＝活動量×排出係数×地球温暖化係数 

（活動の種類ごとに温室効果ガスの排出量を算出し、これを二酸化炭素に換算する） 

温室効果ガス総排出量＝Σ｛（各温室効果ガスの排出量）｝ 

 

（１）活動の種類 

「活動の種類」については、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」（以下、「施行

令」という。）第３条第１項の各号にそれぞれ定められている。 本町の事務事業に該当す

るものは、以下のとおりである。 

本町の事務及び事業に該当する活動の種類 

温室効果ガス 施行令 活動の種類 

二酸化炭素 

（ＣＯ２） 

一号イ 

一号ロ 

燃料の使用に伴う排出 

他人から供給された電気の使用に伴う排出 

メタン 

（ＣＨ４） 

 

二号ニ 

二号ヲ 

ニ号ワ 

自動車の走行に伴う排出 

下水の処理に伴う排出 

浄化槽におけるし尿及び雑排水の処理に伴う排出 

一酸化二窒素 

（Ｎ２Ｏ） 

三号ホ 

三号カ 

自動車の走行に伴う排出 

浄化槽におけるし尿及び雑排水の処理に伴う排出 

ハイドロフルオロカ

ーボン 

（ＨＦＣ） 

四号イ 

 

自動車用エアコンディショナーの使用時の排出 

 

 

（２）活動の種類ごとの排出量 

「活動の種類ごとの排出量」は、一単位あたりのある活動に伴う温室効果ガスの排出量（排

出係数）に、排出量を算定しようとする期間における当該活動の量（活動量）を乗じること

により得られる。 
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（３）排出係数 

排出係数については、施行令第３条第１項の規定に基づき、毎年度別に政令で定めること

としている。 

今回の算定にあたって用いた排出係数は、以下のとおりである。 

排出係数 

活動の種類 排出係数 単位 

燃料の使用（ガソリン）   2.322 kg－CO2/l 

燃料の使用（灯油）   2.489 kg－CO2/l 

燃料の使用（軽油）   2.619 kg－CO2/l 

燃料の使用（Ａ重油）   2.71 kg－CO2/l 

燃料の使用（ＬＰＧ）   3 kg－CO2/kg 

燃料の使用（都市ガス）   2.011 kg－CO2/m3 

電気の使用   0.555 kg－CO2/kwh 

自動車の走行［ガソリン・LPG］（普通・小型乗

用車） 

  0.00001 kg－CH4/km 

  0.000029 kg－N2O/km 

自動車の走行［ガソリン・LPG］（軽自動車） 
  0.00001 kg－CH4/km 

  0.000022 kg－N2O/km 

自動車の走行［ガソリン・LPG］（普通貨物車） 
  0.000035 kg－CH4/km 

  0.000039 kg－N2O/km 

自動車の走行［ガソリン・LPG］（小型貨物車） 
  0.000015 kg－CH4/km 

  0.000026 kg－N2O/km 

自動車の走行［ガソリン・LPG］（軽貨物車） 
  0.000011 kg－CH4/km 

  0.000022 kg－N2O/km 

自動車の走行［ガソリン・LPG］（特種用途車） 
  0.000035 kg－CH4/km 

  0.000035 kg－N2O/km 

自動車の走行［軽油］（普通・小型乗用車） 
  0.000017 kg－CH4/km 

  0.000025 kg－N2O/km 

自動車の走行［軽油］（普通貨物） 
  0.000015 kg－CH4/km 

  0.000014 kg－N2O/km 

自動車の走行［軽油］（小型貨物） 
  0.0000076 kg－CH4/km 

  0.000009 kg－N2O/km 

自動車の走行［軽油］（特種用途車） 
  0.000013 kg－CH4/km 

  0.000025 kg－N2O/km 

カーエアコンの使用   0.015 kg－HFC/台 

下水の処理 

終末処理場 
  0.00088 kg－CH4/ｍ３ 

  0.00016 kg－N2O/人 

し尿処理 
  0.049 kg－CH4/ｍ３ 

  0.00096 kg－N2O/人 

浄化槽 
  0.55 kg－CH4/人 

  0.022 kg－N2O/人 
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（４）地球温暖化係数 

地球温暖化係数とは、温室効果ガスの温室効果をもたらす程度を二酸化炭素の当該程度に

対する比で示した係数であり、施行令第４条にそれぞれ定められている。 

今回の算定にあたって用いた地球温暖化係数は、以下のとおりである。 

 

地球温暖化係数一覧 

ガスの種類 地球温暖化係数 

二酸化炭素 

（ＣＯ２） 
           １ 

メタン 

（ＣＨ４） 
２１ 

一酸化二窒素 

（Ｎ２Ｏ） 
３１０ 

ハイドロフルオロカーボン 

（ＨＦＣ） 

１，３００ 

(HFC-134a) 

パーフルオロカーボン 

（ＰＦＣ） 

６，５００ 

(PFC-14) 

六ふっ化硫黄 

（ＳＦ６） 
２３，９００ 
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２ 算出結果 

（１） 活動量 

平成２０年度の町の事務及び事業における活動量は、以下のとおりである。 

 

町の事務及び事業における活動の種類及び活動量 

活動の種類 単位 活動量 

燃料の使用（ガソリン）   ℓ 29,838  

燃料の使用（灯油）   ℓ 320  

燃料の使用（軽油）   ℓ 8,454  

燃料の使用（Ａ重油）   ℓ 0  

燃料の使用（ＬＰＧ）   kg 10  

燃料の使用（都市ガス）   m3 116,407  

電気の使用   kwh 1,998,899  

自動車の走行［ガソリン・LPG］（普通・小型乗用車）   km 101,446  

自動車の走行［ガソリン・LPG］（軽自動車）   km 97,555  

自動車の走行［ガソリン・LPG］（普通貨物車）   km 12,602  

自動車の走行［ガソリン・LPG］（小型貨物車）   km 75,708  

自動車の走行［ガソリン・LPG］（軽貨物車）   km 33,481  

自動車の走行［ガソリン・LPG］（特種用途車）   km 17,498  

自動車の走行［軽油］（普通・小型乗用車）   km 37,519  

自動車の走行［軽油］（普通貨物）   km 0  

自動車の走行［軽油］（小型貨物）   km 0  

自動車の走行［軽油］（特種用途車）   km 0  

カーエアコンの使用   台 42  

下水の処理 

終末処理場   m3 0  

し尿処理   m3 4  

浄化槽   人 4,310  
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（２）温室効果ガス排出量 

平成２０年度における町の事務及び事業から排出される温室効果ガスの排出量は、以下に

示すとおりである。 

町の事務及び事業における排出量は、１，５１８，８１１kg－CO２であり、電気の使用に

よる二酸化炭素の排出が最も多く、全体の７３．０％を占めている。 

以下都市ガスの使用による二酸化炭素の排出が１５．４％となっている。 

 

町の事務及び事業全体における温室効果ガス総排出量 

ガスの種類 活動の種類 排出量（kg－CO2） 比率（％） 

二酸化炭素      

（ＣO２） 

燃料の使用（ガソリン） 69,273  4.56% 

燃料の使用（灯油） 797  0.05% 

燃料の使用（軽油） 22,144  1.46% 

燃料の使用（Ａ重油） 0  0.00% 

燃料の使用（ＬＰＧ） 31  0.01% 

燃料の使用（都市ガス） 234,098  15.41% 

電気の使用 1,109,389 73.04% 

メタン        

（CH4) 

自動車の走行 105  

3.28% 

下水の処理 49,785  

一酸化二窒素        

（Ｎ２Ｏ) 

自動車の走行 2,975  

2.13% 

下水の処理 29,395  

ハイドロフル

オロカーボン 

（ＨＦＣ） 

カーエアコンの使用 819  0.06% 

合  計   1,518,811  100.0% 
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図 １ 町の事務及び事業全体における温室効果ガス総排出量比率（％） 
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（３） 所管課別温室効果ガス排出量 

 

町の事務及び事業における部門別温室効果ガス排出量は、以下に示すとおりである。 

総務課においては、庁舎の電気使用量・公用車の燃料使用量がその多くを占める。 

産業振興課においては、農業集落排水事業に伴う電気使用量がその多くを占める。 

教育委員会においては、町立小学校・中学校における電気使用量がその多くを占める。 

 

課  名 排出量（kg－CO2） 比率（％） 

 総務課 375,674  24.73% 

 企画財政課 6,906  0.45% 

 税務住民課 2,383  0.16% 

 保健福祉課 7,871  0.52% 

 保育所 36,180  2.38% 

 産業振興課 475,460  31.30% 

 地域整備課 58,449  3.85% 

 笠森霊園管理事務所 32,284  2.13% 

 ガス課 21,440  1.41% 

 社会福祉協議会 14,758  0.97% 

 学校教育課 227,594  15.00% 

 給食所 148,279  9.76% 

 社会教育課 111,533  7.34% 

 合       計 1,518,811 100.00% 
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図 ２ 所管課別温室効果ガス排出量比率（％） 
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（４）エネルギー使用量の原油換算表 

        
町の事務及び事業における活動量を原油に換算した数値は、以下のとおりである。 

        

エネルギーの種類 

年間使

用量 

 a 

単位 

原油換

算係数  

 b 
 

原油換算

量（kl） 

 c=a×b 
 

燃料 

原油   kl 0.986    0.0  
 

ガソリン 29.838 kl 0.893    26.6  
 

ジェット燃料油   kl 0.947    0.0  
 

灯油 0.32 kl 0.947    0.3  
 

軽油 8.454 kl 0.986    8.3  
 

Ａ重油   kl 1.01    0.0  
 

Ｂ・Ｃ重油   kl 1.08    0.0  
 

石油アスファルト   t 1.08    0.0  
 

石油コークス   t 0.918    0.0  
 

液化石油ガス（ＬＰＧ） 0.0104 t 1.30    0.0  
 

石油系炭化水素ガス   千ｍ３ 1.16    0.0  
 

液化天然ガス（ＬＮＧ）   t 1.41    0.0  
 

その他可燃性天然ガス   千ｍ３ 1.06    0.0  
 

原料炭   t 0.746    0.0  
 

一般炭   t 0.686    0.0  
 

無煙炭   t 0.702    0.0  
 

石炭コークス   t 0.777    0.0  
 

コールタール   t 0.962    0.0  
 

コークス炉ガス   千ｍ３ 0.544    0.0  
 

高炉ガス   千ｍ３ 0.088    0.0  
 

都市ガス  (注１） 116.41 千ｍ３ 46.0  0.0258  138.2  
 

小計         173.4  
 

熱 

熱（産業用蒸気）   GJ 0.0263    0.0  
 

熱（蒸気、温水、冷水）   GJ 0.0351    0.0  
 

小計         0.0  
 

電気 

電気（昼間）） 1998.9 千 kWｈ 0.257    513.7  
 

電気（夜間））   千 kWｈ 0.239    0.0  
 

小計         513.7  
 

  合計         687  
 

 

    
ドラム缶 3,435  本分 

 

 (注１） 都市ガスの原油換算については、以下の通りとなる。   

 
・年間使用量（千ｍ３）×発熱量（ガス供給事業者ごとの数値 ＧＪ/千ｍ３））×原油換算係数（ＧＪ/ｋｌ） 
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第４章 実行計画の数値的目標 

１ 温室効果ガス排出量削減のための数値目標 

町役場の事務及び事業から排出される温室効果ガスの排出量を削減するため、主な排出要

因である電気及び燃料使用量について数値目標を設定し、目標達成のための取組を推進する。 

数値目標の基準年度を平成20年度として以下のように設定する。 

 

温室効果ガス排出量削減のための数値目標 

・温室効果ガス総排出量に関する目標 
 

（単位：kg-CO2） 

削減目標 平成２０年度排出量 削減目標量 平成３２年度排出見込量 

平成２０年度レベル

より１２．０％削減 
１，５１８，８１１ １８２，２５７  １，３３６，５５４  

    
・温室効果ガス排出量削減のための個別の取組み目標 

 
（１）電気使用量 

  
 （単位：kg-CO2） 

削減目標 平成２０年度使用量 削減目標量 平成３２年度使用見込量 

平成２０年度レベル

より１２．０％削減 
１，１０９，３８９ １３３，１２７   ９７６，２６２ 

電気使用量（ｋｗｈ） １，９９８，８９９  ２３９，８６８  １，７５９，０３１ 

    
（２）燃料使用量（二酸化炭素換算排出量） 

・対象燃料（ガソリン、灯油、軽油、Ａ重油）                    （単位：kg-CO2） 

削減目標 平成２０年度排出量 削減目標量 平成３２年度排出見込量 

平成２０年度レベル

より１２．０％削減 
９２，２４５ １１，０６９ ８１，１７６ 

ガソリン使用量（ℓ） ２９，８３８  ３，５８１  ２６，２５７  

（３）燃料使用量（二酸化炭素換算排出量） 

・対象燃料（都市ガス）                                      （単位：kg-CO2） 

削減目標 平成２０年度排出量 削減目標量 平成３２年度排出見込量 

平成２０年度レベル

より１２．０％削減 
２３４，０９８  ２８，０９２  ２０６，００６  

ガス使用量（ｍ3） １１６，４０７  １３，９６９  １０２，４３８  
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（４）その他（二酸化炭素換算排出量）メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン 

   
（単位：kg-CO2） 

削減目標 平成２０年度排出量 削減目標量 平成３２年度排出見込量 

設定しない ８３，０７９ 0  ８３，０７９ 

 

以上の個別数値目標を確実に達成することにより、町役場の事務及び事業における

温室効果ガス排出量を、平成２０年度を基準年度とし、計画期間である平成３２年度

までに１２.０％削減することを目標とする。 

 

 

・その他の取組み目標 

 

用紙類や水の使用量等は、温室効果ガス排出量の算定に直接関わるものではないが、

使用済み用紙類の再資源等は環境への負荷低減のための身近な取組として有効である

ことから、具体的な削減目標を設定し、取組んで行くものとする。 

 

（１） コピー用紙購入量                                  （単位：枚） 

削減目標 平成２０年度購入量 削減目標量 平成３２年度購入見込量 

平成２０年度レベル

より３．０％削減 
２，００１，７５０ ６０，０５０  １，９４１，７００ 

    
（２）水道使用量 

  
（単位：ｍ3） 

削減目標 平成２０年度使用量 削減目標量 平成３２年度使用量 

平成２０年度レベル

より１４．０％削減 
２７，９０９  ３，９０７  ２４，００２  
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第５章 実行計画の取組内容 

温室効果ガス排出量削減のための具体的な取組内容を以下に示す。 

（１） 財やサービスの購入に当たっての配慮 

① 用紙類の購入 

・情報用紙 

・印刷用紙 

・衛生用紙 

② 文具・事務機器等の購入 

③ 電気製品等の購入 

④ 公用車の購入 

⑤ その他 

（２） 財やサービスの使用に当たっての配慮 

① 用紙類の使用 

② 水の使用 

③ エネルギーの使用 

・ 電気 

・ 公用車燃料（ガソリン・軽油） 

・ その他 

（３）廃棄に当たっての配慮 

① 減量化 

② 再資源化・リサイクル 

③ その他 

 

 

≪個別の取組み項目≫ 

 

（１） 財やサービスの購入に当たっての配慮 

① 用紙類の購入 

・コピー用紙、印刷用紙は古紙配合率７０％、白色度７０％以下の再生紙を購入する。 

・トイレットペーパーは、古紙配合率１００％の製品を購入する。 

②文具・事務機器等の購入 

・文具類を購入する時は、環境ラベル（エコマーク、グリーンマーク、再生紙使用マーク）

の該当商品を購入するよう努める。 

・文具類は、詰め替え又は充填が可能な製品を購入するよう努める。 

③電気製品等の購入 

・パソコン、プリンター、コピー機等の電気製品は、省エネルギー製品を購入する。 

・太陽光発電設備を購入する場合、発電効率の良い機種を選定するよう努める。 

④公用車の購入 

・公用車を買い換える場合は、できる限り低公害車（天然ガス自動車、電気自動車、ハイ

ブリッド車等）や低燃費車を購入するよう努める。 
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（２） 財やサービスの使用に当たっての配慮 

①用紙類の使用 

・会議資料の簡素化、資料の共有化に努める。 

・両面コピー、縮小コピーの活用。 

・庁内ＬＡＮの活用による、文書のペーパーレス化の推進。 

・ミスコピー防止のため、使用前の設定確認、使用後のリセットを必ず行う。 

・課内回覧や保存年限の短い文書は、ミスコピーの裏面を使用する。 

②水の使用 

・こまめに蛇口を閉めるなど無駄な水の流失を避ける。 

・トイレ用水の水量の適正な調整。 

・水漏れの定期点検。 

③エネルギーの使用（電気） 

・昼休みの事務室等の照明は、原則として消灯する。 

・パソコン、プリンター、コピー機等の事務機器は、昼休みなど長時間使用しないときは

電源を切る。 

・過剰照度是正のため蛍光灯の間引きを行う。 

・照明器具の清掃、適正な時期に省エネ製品に交換する。 

・冷暖房は、冷房２８℃、暖房２０℃を目安に温度設定する。 

・ノー残業デイを励行する。（週２回１８時消灯） 

・クールビズ・ウォームビズに努める。 

・トイレは原則消灯とし、使用時のみ点灯する。 

・電気ポットは、特別な会議を除き使用禁止とする。 

・庁舎本館については、屋外からの光の調節が可能なブラインドカーテンを設置するよう

努める。 

④エネルギーの使用（公用車燃料（ガソリン・軽油）） 

・低公害車を優先的に利用する。 

・経済走行の徹底を図る。（アイドリングストップ、急発進・急加速の禁止、タイヤの空

気圧の適正化） 

・不用物の不積載を徹底する。 

 ・利用が出来る範囲内で効率利用を図る。（出張時の相乗り等） 

（３） 廃棄に当たっての配慮 

①廃棄物の減量化、資源化、リサイクル化 

・使用済みの用紙類は、裏面を使用できるものは使用し廃棄する場合は、分別回収する。 

・ビン、カン、ペットボトル等の分別回収を徹底する。 

・紙コップ、紙皿など使い捨て製品の購入や使用は抑制する。 

・修繕可能なものは、修繕してできるだけ長期間使用する。 

 

エネルギー節約の効果 

○電気１ｋｗ、１時間の節約は、二酸化炭素０．５ｋｇの削減に相当します。 

○ガソリン１ℓの節約は、二酸化炭素２．３ｋｇの削減に相当します。 

○灯油１ℓの節約は、二酸化炭素２．５ｋｇの削減に相当します。 

○軽油１ℓの節約は、二酸化炭素２．６ｋｇの削減に相当します。 

○都市ガス１㎥の節約は、二酸化炭素２ｋｇの削減に相当します。 
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第６章 実行計画の点検・推進 

計画の進行管理は、各課等を実行行動組織として位置付け、各実行行動組織ごとに行うこ

とを基本とする。 

 

地球温暖化防止実行計画組織図 

　

≪実行行動組織≫

地球温暖化防止実行計画統括者
（副町長）

実行計画推進
委員会事務局

建設環境課

地球温暖化防止推進員　　（各課担当者等）

構成員　　（全職員）

地球温暖化防止推進委員会

　　　　○委員長：建設環境課長

　　　　○委　 員：地球温暖化防止推進員

　　　　　　　　　　　　　（各課担当者等）

 

（１)推進及び点検に係る組織と役割 

① 副町長を地球温暖化防止実行計画統括者（以下「統括者」という。）とする。 

『役割』 

○地球温暖化防止に係る取組み方針について、地球温暖化防止推進委員会（以下「委員会」 

という。）から意見を聴き、指示する。 

② 委員会 

○建設環境課長を委員長とし、地球温暖化防止推進員（以下「推進員」という。）を委員 

とする。 

『推進に関わる役割』 

○全職員が対策の推進者として、意識して省エネ・省資源に取り組む。 

○計画の推進等に関する調整を図るため、適時会議を開催する。 

○今後の取組み等について協議・検討を行うものとする。 

『評価・点検に関わる役割』 

○毎年度の報告等を基に評価を行うものとする。 

○今後の計画推進に係る方向性等を記述した資料を作成し、統括者に報告し、承認を受け 

るものとする。 
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『職員に対する研修等に関わる役割』 

○全職員に対し、法律等の法制度に関する事項や、これに基づく国・県等の動向について 

 適切な情報を提供するものとする。 

○全職員に対し、計画の進捗状況や効果等に関する情報を提供する。 

③実行計画推進委員会事務局（以下「事務局」という。） 

○建設環境課を事務局とする。 

『役割』 

○委員会の事務を所管する。 

④各課等の担当者を実行組織内の推進員とする。 

『役割』 

○各課等の構成員に対し、環境配慮活動を実践するよう指示する。 

⑤各実行組織における、推進員以外の職員を構成員とする。 

○推進員の指示・指導の下、環境配慮活動を実践する。 

○エネルギー使用量等を適時、推進員に報告する。 

 

(２) 計画の見直し 

  本計画に掲げた目標の達成に向けた活動が適切に評価され、温室効果ガスの排出量が削 

減されたかどうかを毎年度確認する。 

  毎年度の温室効果ガス排出状況を踏まえ、必要に応じて活動内容や目標の見直しを図り、 

継続的な対策を行うこととする。 

 

(３) 職員に対する研修等 

計画を推進する職員に対し、実行組織ごとに研修の場を設け、職員への普及、啓発を図 

 ることとする。 

 

(４) 公 表 

実行計画の取組み結果については、ホームページ等で公表する。 

 


